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計 画 の 基 本 理 念 

 

【交通事故のない社会を目指して】 

本県は、本格的な人口減少と超高齢社会の到来というかつて経験したことのない

新たな時代を迎えている。このような大きな環境変化を乗り越え、真に豊かで活力

のある社会を構築していくためには、その前提として、県民の安全と安心を確保し

ていくことが極めて重要である。 

交通事故により、毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると、交通安全

の確保は、安全で安心な社会の実現を図っていくための重要な要素である。 

人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を

も勘案して、究極的には交通事故のない社会を目指すべきである。言うまでもなく、

交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではないが、悲惨な交通事故の根

絶に向けて、今再び、新たな一歩を踏み出さなければならない。 

 

【人優先の交通安全思想】 

文明化された社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しな

ければならない。交通社会においては、高齢者、障害者、子ども等の安全を一層確

保することが必要となる。交通事故のない社会は、交通弱者が社会的に自立できる

社会でもある。このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を

推進していくべきである。 

 

【先端技術の積極的活用】 

  これまで様々な交通安全対策がとられ、交通事故は一定の減少を見たところであ

るが、今後、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のない社会を実現するために

は、あらゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端技術や情報の普及活用

を促進する必要がある。 
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１ 交通社会を構成する三要素 

本計画においては、このような観点から、①道路交通、②鉄道交通、③踏切道にお

ける交通のそれぞれの交通ごとに、計画期間内に達成すべき数値目標を設定するとと

もに、その実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととする。 

具体的には、交通社会を構成する人間、車両等の交通機関及びそれらが活動する場

としての交通環境という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、交

通事故の科学的な調査・分析や、政策評価を充実させ、可能な限り成果目標を設定し

た施策を策定し、かつ、これを県民の理解と協力の下、強力に推進する。 

 

（１）人間に係る安全対策 

交通機関の安全な運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交通

安全意識の徹底、資格制度の強化、指導取締りの強化、運転の管理の改善、労働条

件の適正化等を図り、かつ、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の交

通安全意識の徹底、指導の強化等を図るものとする。また、交通社会に参加する県

民一人ひとりが、自ら安全で安心な交通社会を構築していこうとする前向きな意識

を持つようになることが極めて重要であることから、交通安全に関する教育、普及

啓発活動を充実させる。この場合、交通事故被害者等（交通事故の被害者及びその

家族又は遺族。以下同じ。）の声を直接県民が聞く機会を増やすことも安全意識の

高揚のためには有効である。さらに、県民自らの意識改革のためには、住民が身近

な地域や団体において、地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり、

交通安全に関する各種活動に直接かかわったりしていくなど、安全で安心な交通社

会の形成に積極的に関与していくような仕組みづくりが必要である。  

 

（２）交通機関に係る安全対策 

人間はエラーを犯すものとの前提の下で、それらのエラーが事故に結び付かない

ように、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高い安全水準を常に維持さ

せるための措置を講じ、さらに、必要な検査等を実施し得る体制を充実させるもの

とする。  

 

（３）交通環境に係る安全対策 

機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、 

効果的な交通規制の推進、交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等

を図るものとする。また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人

間自身の移動空間と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図るなどにより、混合

交通に起因する接触の危険を排除する施策を充実させるものとする。特に、道路

交通においては、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩道の整備

を積極的に実施するなど、人優先の交通安全対策の更なる推進を図ることが重要

である。 
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なお、これらの施策を推進する際には、高齢社会の到来や国際化等の社会情勢の

変化を踏まえるとともに、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行う

ものとする。 

 

２ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

これら三要素を結び付けるものとして、また、三要素それぞれの施策効果を高める

ものとして、情報の役割が重要である。情報社会が急速に進展する中で、安全で安心

な交通社会を構築していくためには情報を活用することが重要であり、特に、情報通

信技術（ＩＣＴ※1）の活用は人の認知や判断等の能力や活動を補い、また、人間の不

注意によるミスを打ち消し、さらには、それによる被害を最小限にとどめるなど交通

安全に大きく貢献することが期待できる。このようなことから、高度道路交通システ

ム（ＩＴＳ※2）の取組等を積極的に進める。 

 

３ 救助・救急活動及び被害者支援の充実 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるため、

迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要である。また、

犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）の制定を踏まえ、交通安全の分野に

おいても一層の被害者支援の充実を図るものとする。 

 

４ 参加・協働型の交通安全活動の推進 

交通事故防止のためには、国、県、市町村、関係民間団体等が緊密な連携の下に、

それぞれが責任を担いつつ、施策を推進するとともに、県民の主体的な交通安全活動

を積極的に促進することが重要であることから、国、県及び市町村の行う交通の安全

に関する施策に計画段階から県民が参加できる仕組みづくり、県民が主体的に行う交

通安全総点検、地域におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安

全活動を推進する。 

 

５ 効果的・効率的な対策の実施 

現在、国、県及び市町村では厳しい財政事情にあるが、悲惨な交通事故の根絶に向

けて、交通安全対策については、こうした財政事情を踏まえつつも、交通安全を確保

することができるよう取組を進めることが必要である。そのため、地域の交通実態に

応じて、少ない予算で最大限の効果を挙げることができるような対策に集中して取り

組むとともに、ライフサイクルコストを見通した信号機等の整備を図るなど効率的な

予算執行に配慮するものとする。 

また、交通の安全に関する施策は多方面にわたっているが、これらは相互に密接な

関連を有するので、有機的に連携させ、総合的かつ効果的に実施することが肝要であ

る。また、これらの施策は、少子高齢化、国際化等の社会情勢の変化や交通事故の状

                                                
※ ICT : Information and Communications Technology 
※ ITS：Intelligent Transport Systems 
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況、交通事情等の変化に弾力的に対応させるとともに、その効果等を勘案して、適切

な施策を選択し、これを重点的かつ効果的に実施するものとする。さらに、交通の安

全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有するものであるので、自動

車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮するとともに、沿道の土地

利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行っていくものとするほか、地震や津

波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うものとする。  

 

６ 公共交通機関等における一層の安全の確保 

このほか、県民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には大きな被

害となる公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図る

とともに、事業者は社内一丸となった安全管理体制を構築・改善するものとする。 

さらに、事業者は、多くの利用者を安全に目的地に運ぶ重要な機能を担っているこ

とに鑑み、運転者等の健康管理を含む安全対策に一層取り組む必要がある。 

また、2020 年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されること

を踏まえ、公共交通機関等へのテロや犯罪等の危害行為により交通の安全が脅かされ

ることのないよう、政府のテロ対策とあいまって公共交通機関等の安全を確保してい

くものとする。 

 


